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「第３期調布っ子すこやかプラン」の位置づけ 

１．第２期調布っ子すこやかプラン 

（１） 計画の位置づけ 

「調布市子ども条例」を理念として，「調布市総合計画（基本計画）」やその他の分野別個別計

画等との整合を図るものとします。 

また，「市町村子ども・子育て支援事業計画」，「市町村行動計画」，「母子家庭等及び寡婦自立促

進計画」，「母子保健計画」，「子どもの貧困対策計画」，「新・放課後子ども総合プラン」，「子ども・

若者計画」を包含した一体的な計画となっています。 

■計画の位置づけ（イメージ）■ 

 
（２） 計画の期間 

本計画は，令和２年度から令和６年度までの５年間を計画期間としています。 

■計画の期間■ 

 

調布市基本計画

調布市教育プラン等

連携

基本理念継承

・ 次世代育成支援行動計画

・ 自立促進計画

・ 母子保健計画

・ 子どもの貧困対策計画

・ 新・放課後子ども総合プラン

・ 子ども・子育て支援事業計画

・ 子ども・若者計画

包含

平成17年４月

調布市子ども条例

（子ども施策の総合的な指針）

調布市障害者総合計画

調布市高齢者総合計画

調布市民健康づくりプラン等

第２期調布っ子すこやかプラン

（計画期間：令和２～６年度）

地域福祉計画

令和６ 
（2024） 
年度 

令和５ 
（2023） 
年度 

令和４ 
（2022） 
年度 

令和３ 
（2021） 
年度 

令和２ 
（2020） 
年度 

調布市子ども・子育て会議にて点検・評価 

調布市子ども・子育て会議 

子ども生活部子ども政策課 

資料２ 
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２．市町村こども計画 

（１） 「こども基本法」の成立 

こども施策を社会全体で取り組むことができるよう，総合的に推進していくための包括的な基

本法として，「こども基本法」が令和 4 年 6 月に成立し，令和 5 年 4 月に施行されました。 

「こども基本法」において，政府は，こども政策を総合的に推進するため，政府全体のこども

施策の基本的な方針等を定める「こども大綱」を策定することとされており，令和５年度秋ごろ

の閣議決定を目指しています。 

（２） 「こども家庭庁」の設立 

「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」（令和３年１２月２１日閣議決定）に基づき

「こども家庭庁設置法」及び「こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」

が成立（令和４年６月 15 日）したことを受け，従来は内閣府や厚生労働省が担っていた事務の

一元化を目的に，内閣府の外局として「こども家庭庁」が設立（令和５年４月１日）されました。 

 
（３） 「市町村こども計画」と法的位置づけ 

「こども基本法」第十条において，都道府県は，国の大綱を勘案して，「都道府県こども計画」

を作成するよう，また，市町村は，国の（こども）大綱と「都道府県こども計画」を勘案して，

「市町村こども計画」を作成するよう，それぞれ，努力義務が課せられています。 

また，「市町村こども計画」は，「市町村子ども・若者計画」，「子どもの貧困対策市町村計画」，

その他法令の規定により市町村が作成する計画であってこども施策に関する事項を定めるもの

と一体のものとして作成することができるとされています。 

■「こども基本法」第十条の５において，一体的に作成することができるとされた計画の例■ 

一体的に策定することができるとされる計画の例 根拠法・関連法 等 

市町村子ども・若者計画 「子ども・若者育成支援推進法」第九条，「子供・

若者育成支援推進大綱」 等 

子どもの貧困対策市町村計画 「子どもの貧困対策の推進に関する法律」第九

条，「子どもの貧困対策に関する大綱」 等 

その他法令の規定により市町村が作成する計画で

あってこども施策に関する事項を定めるもの 

 

 次世代育成支援市町村行動計画 「次世代育成支援対策推進法」第八条 等 

 市町村子ども・子育て支援事業計画 「子ども・子育て支援法」第六十一条，「子ども・

子育て支援法に基づく基本指針（案）」 等 

市の「第２期調布っ子すこやかプラン」では，上記計画を一体的に策定しており，従来の計画

構成からの大幅な見直しは要さないものと見込まれます。 

こども家庭庁 

 専任閣僚  内閣府の外局 

内閣府 

 少子化対策 
 子どもの貧困 
 児童手当 
 認定こども園 

厚生労働省 

 虐待対策 
 ひとり親家庭 

支援 
 母子保健 
 保育所 

文部科学省 

 義務教育 
 幼稚園 
 いじめ対策 

移管 移管 移管なし 
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３．計画の期間 

本計画は，令和７年度から令和 11 年度までの５年間を計画期間とします。 

■計画の期間■ 

 
 

４．その他の計画との関係 

「第３期調布っ子すこやかプラン」は，「調布市子ども条例」の基本理念継承，「調布市総合計画（基

本計画）」やその他の分野別個別計画等との連携・整合を図るものとします。 

■「第３期調布っ子すこやかプラン」とその他の計画との関連イメージ■ 

 

令和 11 
（2029） 
年度 

令和 10 
（2028） 
年度 

令和９ 
（2027） 
年度 

令和８ 
（2026） 
年度 

令和７ 
（2025） 
年度 

調布市子ども・子育て会議にて点検・評価 

保健福祉関連計画等 

調布市福祉のまちづくり推進計画 

第
３
期
調
布
っ
子
す
こ
や
か
プ
ラ
ン 

調
布
市
民
健
康
づ
く
り
プ
ラ
ン 

調
布
市
地
域
福
祉
計
画 

調
布
市
障
害
者
総
合
計
画 

調
布
市
高
齢
者
総
合
計
画 

連携 

調布市教育大綱 

（調布市教育委員会） 

調布市地域福祉活動計画 

（調布市社会福祉協議会） 

連携・補完 連携・補完 

調布市総合計画 基本計画 

参酌・整合 

 国関係法令 

 東京都関連計画等 

包含 
 子ども・若者計画 

 子どもの貧困対策計画 

 次世代育成支援行動計画 

 子ども・子育て支援事業計画 

 自立促進計画 

 母子保健計画 

 新・放課後子ども総合プラン 等 

その他計画等 

 調布市教育プラン 

 調布市地域防災計画 

 調布市バリアフリー基本構想 

 調布市避難行動要支援者避難支援

プラン 

 調布市生涯学習振興プラン 

 調布市国民健康保険データヘルス

計画 

 調布市自殺対策計画 

 調布市住宅マスタープラン 等 

連携 

 調布市こども条例 

（子ども施策の総合的な指針） 

基本理念継承 連携・整合 
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５．「第 3期調布っ子すこやかプラン」（調布市こども計画）策定における留意点 

「第３期調布っ子すこやかプラン」の策定においては，次の視点に留意が必要と考えられます。 

 

（１） 少子化対策及び少子化への備えに関する視点→少子化対策や備えを検討していく必要がある 

「調布市の将来人口推計」（令和４年 8 月）によると，令和７（2025）年には，本市の年少人

口（0～14 歳）は減少に転じると見込まれています。 

 

（２） こども等の意見の反映→ニーズ調査，大学生委員の会議参画，その他，本会議で検討していく 

「こども基本法」第十一条では，地方公共団体がこども施策を策定し，実施し，及び評価する

に当たり，こども又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置

を講ずることを求めています。 

 

（３） 関係者相互の有機的な連携の確保等 

→関係機関・団体等へのヒアリングや意見聴取などを本会議でも検討していく 

国は，こども施策の適正かつ円滑な実施において，関係機関や民間団体等の連携を確保するこ

とが重要であるとして，「こども基本法」第十三条において，国・地方公共団体に対し，関係機関・

団体等の有機的な連携の確保に係る努力義務が規定されています。 

 


